
施策132

（

1

2

3

4

5

単
位

単
位

単
位

まちづくりの
基本目標

13 お互いを尊重し合うまち

将来像 1 安全でうるおいのある暮らしができるまち（「暮らし」の分野）

１．基本情報 対象年度 27 年度）

施策コード 132 施策名 男女平等社会の推進

担当者 今村　広司 役職 企画部長 内線 210

主担当部 企画部 主担当課 男女共同参画センター 係 男女平等推進係

施策の方向性

さまざまな視点で男女平等を考え、一人一人の生き方を尊重する人とまちをめざします

女性がいきいきと暮らせるよう、ＤＶや就労などの相談支援を充実します

女性のリーダーシップが一層発揮されるまちをめざします

0

0

２．施策の方向

10年後の姿
誰もが性別で固定された役割に左右されることなく、自分の意思と責任によって生き方を選択することができ、個性と能力を十分に発揮しながら、あ
らゆる分野で対等に参画する男女共同参画社会が進んでいます。

関係課

３．構成事業の状況 （単位：千円）

No. 施策の方向性 担当課 平成２６年度決算 平成２７年度決算 平成２８年度予算事務事業名 実行
計画

7,091

0102011202 1 男女共同参画セン
ター

2,000 2,002 2,008

0102011201 すべて 男女共同参画セン
ター

4,721 5,131男女共同参画センター運営管理事
業

女性広報発行事業

対象

対象

2200102011203 1 男女共同参画セン
ター

180 289アイレックまつり事業 対象

総事業費（施策の合計） 6,901 7,422 9,319

４．まちづくり指標

#N/A

指標情報 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

①

名称 市の管理職の女性割合 目標値 ―

抽出方法 職員課のデータより 達成率 ― ―

― 9

説明
女性職員の能力とリーダーシップを
測る

％ 実績値 ― 7

目標値 ― ―

抽出方法
「まちづくり基本条例」の運用状況調査（委員会・｣
審議会等の付属機関への市民参画の状況）

達成率 ― ―

40

説明
市の課題設定や意思決定の場への
女性の参画

％ 実績値 ― 37

説明

抽出方法
「まちづくり基本条例」の運用状況調査（委員会・｣
審議会等の付属機関への市民参画の状況）

達成率 ― ―

市の付属機関を通した市の運営に
対する女性の影響力とリーダーシッ
プ

％ 実績値 ― 19

②

名称 審議会、委員会の女性比率

５．評価

評価基準 評価 評価理由

投入財源・成果
（「３．構成事業の
状況」「４．まちづ
くり指標」）に対す

る評価

総合評価 B

　構成事業の状況については、施策の方向性1では女性広報発行事業、アイレックまつり事業が、1～3のすべ
てに男女共同参画センター運営管理事業が、それぞれ目的達成の手段として構成されており、「10年後の姿」
を達成するための適当な事務事業が展開されている。
　男女平等推進条例及び、男女平等推進プランに基づき、男女共同参画センターを拠点に、市民のと協働に
よって、各種講座やアイレックまつりの実施、女性広報誌の発行等、男女平等意識の啓発に努めた。
　まちづくり指標については、社会環境の変化もあり、男女平等に関する意識は大きく変わりつつあるが、まち
づくり指標に示す、市の管理職の女性割合や指導的立場にある人の女性比率などは、いまだ十分とはいえな
い状況にある。

③

名称 指導的立場にある人の女性比率 目標値 ― ― 20



施策132

６．施策を取り巻く環境

外部要因 状況 外部要因に対する評価 評価理由
前回評価からの修正

あれば☑

将来人口
の推移

　高齢人口の増加と年少人口及び生産年齢人口の減
少による、人口構造の変化が見込まれる。

2.施策遂行に不利 　市民参画の担い手としての40～50代が地
域に定着することに関して時間的に限界があ
る一方、高齢者は時間的余裕がある。世代
間のバランスをどのようなスキームで実現す
るかを検討する必要がある。

3.施策の必要性を高める

市民ニーズ
の状況

　子育て世代からワーク・ライフ・バランスの実現を求
めるニーズが高い。

1.施策遂行に役立つ・有利 　男性も女性も「女性が働く」ことを自分の
キャリアに想定する人が増え、そのためには
男性中心の労働慣行の変化に対して理解が
進むと思われる

3.施策の必要性を高める

民間企業・NPO
・市民の動向

　市内は農業、中小企業を中心とした産業構造であ
る。また、医療、福祉関連の法人も多い。

2.施策遂行に不利
　子育て支援ＮＰＯとの連携は発展的に維持
されている。しかし、市民団体や民間事業者
等との連携は不十分である。今後民間事業
者の分野を広げ、連携の機会を増やす必要
がある。

3.施策の必要性を高める

他自治体
との比較

　近隣市とともに参画に関する意識の高い市民との関
係を築いてきている。
　市内に、医療・福祉分野に関して専門性のある大学
がある。

1.施策遂行に役立つ・有利 　平成27年度より東久留米市及び西東京市
と連携した事業を行っており、市域を超えた
施策の推進が求められる。

技術革新
の動向

法・制度改正
の動向

　８月に女性活躍推進法が成立。
　国の第4次男女共同参画基本計画が策定された。

1.施策遂行に役立つ・有利 　国においても男女共同参画の推進が図ら
れ、女性活躍推進法により、事業者等にも女
性活躍施策の推進が求められる。3.施策の必要性を高める

７．今後の施策課題

No. 今後の施策課題 左記課題に関する現在の取組状況

①
　女性活躍推進法により、事業者に対し、女性が活躍できる職場環境、慣行の見直し、
働き続けられる環境の整備を働きかける必要がある。

　事業者向けの「ワークライフバランス実態調査」を実施予定。

その他

②
　社会状況の変化により、セクシュアルマイノリティや新たなメディアによる女性に対す
る性暴力・ハラスメント等、新しい課題の理解を広める。

　新たな課題に関する講座の実施や、女性広報紙で取り上げてい
る。

③


